
広告掲載のお申し込み・お問い合わせは広報シティプロモーション課☎（81）7123へ

神奈川県知事免許（14）第6566号

http://taiheisyoji.jp

最新の中止情報などは市 HPまたは各問い合わせ先へ
　本紙掲載のイベントなどは12/10時点の情報とし、 急遽中止 ・ 延期 ・ 内容変更になる場合があります。 詳細は市 HP 、 または各問い合わせ先へご確認ください。

△

交通事故73〈661〉 

△

交通事故死者0〈4〉 

△

交通事故負傷者80〈729〉 

△

犯罪発生（10月の件数）111〈1139〉 いずれも暫定値△

火災10〈64〉 

△

救急車の出動1504〈16316〉
交通事故・犯罪発生・火災・救急件数

10月の件数〈2025年の累計〉

　2025（令和7）年分の市・県民税の申告、所得税の確定申告は3/16

（月）までに申告してください。市役所での所得税の確定申告書作成は、

今回から66歳以上の方、または障がい者手帳をお持ちの方が対象に

なります（事前予約制）。 作成済みの申告書提出は、予約不要でどなた

でも受け付けできます。 便利なe-Taxもご利用ください。

市民税課☎（81）7139

期限  3/16（月）まで

宛先  〒254-8534平塚市浅間町9-1

　　　　「東京国税局業務センター

　　　　平塚分室」

�収入が給与所得、公的年金、個人年金保険の年金

の申告

医療費（医療費控除の明細書の作成が必要。 領

収書不可）・親族の扶養・社会保険料・生命保険

料・地震保険料・寄附金の控除に関する申告

※�株式などの収入の申告はできません

※亡くなった方の申告はできません

申告できる内容

市 ・ 県民税の申告

所得税の確定申告

期間  1/5（月）～3/16（月）※ 土・日曜日、 祝日を除く　 8時30分～17時（予約不要）　

場所  市役所本庁舎2階市民税課

ほか  市・県民税申告書は支所・出張所でも配布（1/23（金）〜2/10（火））

❶ 市役所で申告を受け付け ❷ オンラインで申告を受け付け

「個人住民税納税通知書兼決定通知書」の様式変更
　市では行政運営の効率化、住民サービスの向上、コスト削減などを目的に１月から順次、国が定める標準仕様に準拠した業務システムに変更します。

これに伴い、通知書に記載される内容や様式がこれまでと異なる場合があります。

　1/5（月）からオンラインでも申告できる

ようになりました。 詳細は市 HPで。

オンラインで
申告

市 ・ 県民税の申告

期間  �2/16（月）～3/16（月）

　　　　※ 土・日曜日、 祝日を除く（3/1（日）は開場）

時間  (提出)8時30分～17時　

　　　　(相談)9時～17時※受け付けは8時30分〜16時

問合  藤沢税務署☎0466(22)2141

※�確定申告の相談は国税庁LINEでのオンライン事前予約

が必要です

※�当日の「入場整理券」は数に限りがあります。 お並びい

ただいても取得できない場合があります

※駐車場の利用はできません　

※詳細は国税庁 HPで
国税庁　
LINE▶

藤沢税務署で相談 ・ 提出藤沢税務署で相談 ・ 提出 郵送で提出郵送で提出

方法3方法3 方法4方法4

2026年度（2025年分）

税務署などが主催の確定申告無料相談会
（事前予約制1/13（火）から予約開始）

市役所で税務署行きの

ポストに提出
（作成済みの申告書）

確定申告書の入手方法

受付  2/16（月）～3/6（金）9時～17時

※ 土・日曜日、 祝日を除く

場所  市役所本庁舎４階会議室１

ほか  収受日付印の押印はしません。

職員受付はありません。 ご自身で控え

を剥がし、 提出書類をホチキスで止め、

封入して投函を

◆ 国税庁 HP  で取得

◆ 市役所市民税課

【配布期間】

2/4（水）～10（火）

※数に限りがあります

※小出支所・各出張所での

配布はありません

国税庁 HP

税理士記念日事業「確定申告無料相談会」

日時  �①2/3（火）　②2/6（金）９時１５分～16時15分

場所  �①茅ヶ崎商工会議所　

②明治市民センター（藤沢市辻堂新町）

問合  オンライン事前申込サイト☎050（1792）4600

「税理士による無料申告相談」

事前申し込み
サイト

日時  2/4（水）10時～１5時30分

場所  �茅ヶ崎商工会議所

問合  オンライン事前申込サイト☎050（1792）4600
◆ 藤沢税務署で取得

「地域の防災活動」も「家庭の備え」もまる分かり

見て ・ 知って「みんなの防災展」
防災対策課☎（81）7127

　災害から身を守るには、防災の知識と日頃の備えが大切です。 「み

んなの防災展」では、地域の自治会・自主防災組織が取り組んでいる

防災活動や、各家庭で備えておきたいものを紹介します。 災害への

実践的な備えを確認し、発災時を具体的にイメージしてみませんか。

日時  1/31（土）13時～16時

場所  市役所本庁舎市民ふれあいプラザ、 市役所前広場
みんなの
防災展

災害に備えるためのヒントが
見つかるかも

わが家の備えは

大丈夫？

地域の防災活動は

どんなことをやっ

ているの？

避難所や避難

生活について

知っておきたい

ペットの避難

対策は？

◆ 災害用循環式お風呂システム

◆ 設置型組立式給水タンク

防災資機材としての

新設備も展示

オンラインで申し込み 往復はがきで申し込み

1/21（水）９時～〈先着〉 1/21（水）～2/10（火）（消印有効）〈先着〉

❶ オンラインで

申し込み

❷ 予約確定メールを

受け取る

❶ 往信の文面に申告者の郵便番号・住所・氏名とふりがな（申告者のみ。 付き添い

は除く）・電話番号・生年月日・都合が悪い日（３日程度）を明記。 返信の宛名面

に返信先住所、氏名を記入し、「〒253-8686 茅ヶ崎市役所市民税課」へ郵送

❷ 2/16（月）までに届く返信用はがきで予約日時を確認

※ はがき１枚で同世帯の申告者２人まで予約可。

日時指定・変更はできません

市役所で申告市役所で申告
方法2方法2

　市職員が本人に代わり、確定申告書の作成を行い

ます。

期間  �2/16（月）～3/6（金）※ 土・日曜日、 祝日を除く

時間  9時～11時30分、 13時～16時　

場所  市役所本庁舎4階会議室3

対象  �申告者本人が66歳以上の方（2026年4月1日時点）、

もしくは障がい者手帳をお持ちの方

申込  �右記参照

申告者本人（所得税の納税者）が６６歳以上の方もしくは障がい者手帳をお持ちの方が対象

申し込み▶

◆ �コンビニエンスストアの

マルチコピー機で印刷

申告書作成

マイナポータル
連携

　マイナンバーカードとスマートフォンを使っ

て、自宅から簡単に申告できます。

自動計算で

計算間違いを

防げる

国税庁 HP 「確定申告書等作成

コーナー」で申告書を作成

e-Taxで送信

マイナポー

タル連携で

必要な情報

を自動入力

所得税の確定申告

スマホで確定申告スマホで確定申告

方法1方法1 　ご自身のスマートフォンとマイナンバー

カードを使って、確定申告書の作成から提

出までを税務署職員と市職員が支援します。

日時  1/29（木）・30（金）※時間は予約サイトで確認を

場所  市役所分庁舎5階D会議室　

申込  �1/8（木）9時～オンラインで〈先着〉 

ほか  �◇申告者本人が来庁

◇マイナンバーカードの電子証明書のパスワードが必要。 署名用電子

証明書暗証番号（英数字６～１６文字）、 利用者証明用電子証明書

暗証番号（数字４桁）をお忘れの場合や、 電子証明書が期限切れの

場合は、 事前に市民課などで再設定を行ってください

◇本教室ではマイナポータル連携は行いません

◇持ち物は市 HPまたは予約サイトで

申し込み

スマートフォンで

確定申告教室

※�マイナンバーカードの電子証明書の有効期限

にご注意ください

コンビニで
印刷
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